
0 

 

 

 

平成２８年度予算審査特別委員会  

（平成２９年度一般会計予算）  

 

 

指摘・要望事項  

（議会全体の合意事項）  

 

 

 

 

 

 

流山市議会  

 

 



1 

 

（都 市基 盤 の整 備）  

（ １ ）ぐ り ーん バス 運行 事 業と あわ せて 、高齢 社会 対応 の 公共 交

通政 策を 展 開さ れた い 。ま た 、今 後 さ らな る 地域 住民 の利 便 性

向上 のた め 、課 題研 究を 図 られ たい 。  

 

（ 生 活 環 境 の整 備）  

（ １ ）ご み 収 集 事業 にお い ては 、一 般廃 棄物 と して 事業 系 廃棄 物

が 収 集 さ れ る こ と の 無 い よ う に 委 託 先 へ の 指 導 を 行 わ れ た

い。  

（ ２ ）一 般 廃 棄 物処 理基 本 計画 策定 事業 に おい ては 、平 成３ １ 年

度の 実施 に 間に 合う よう 、専 門 職員 を付 け 施設 の長 寿命 化 を

盛り 込ん だ 計画 を 策 定さ れ たい 。  

（ ３ ）中 央 消 防 署移 転事 業 にお いて は、同時 に 検討 され る おお た

か の 森 地 区 へ の 新 設 小 学 校 建 設 事 業 と の 間 で そ の 建 設 位 置

につ いて 十 分に 配慮 され た い。また 、用地 測量 後、施 設規 模

や附 帯施 設、財 政計 画な ど 十分 な協 議時 間 を確 保し 、基 本 構

想等 を策 定 され たい 。  

（ ４ ）耐 震 診 断 及び 木造 住 宅耐 震改 修補 助 事業 に お いて は、さ ら

なる 周知 を 図る とと もに 、 耐震 化率 向上 を 図ら れた い。  

 

（ 教 育 ・ 文 化の 充実 向上 ）  

（ １ ）新 設 小 学 校建 設事 業 にお いて は、建設 予 定地 が確 定 した 段

階 で 速 や か に 学 校 建 設 に 関 す る 複 数 の 基 本 的 な コ ン セ プ ト を

議会 に提 示 し 、議 会と の意 見 調整 の時 間を 十 分に 取ら れた い。 

（ ２ ）児 童 生 徒 数の 急増 に 伴い 、マ ンモ ス校 化 する 事に よ る児 童

生徒 への 影 響を 最小 限に 止 める 方策 を検 討 され たい 。  

（ ３ ）正 規 教 員 の増 員配 置 を県 に要 望す る とと もに 、教 員の 長 時

間過 密労 働 の解 消へ 可能 な 限り の取 り組 み を強 め ら れた い 。  
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（４ ）校 舎詳 細 診断 後早 期 に各 施設 の改 修 計画 を策 定し 、実 行 さ

れた い。  

（ ５ ）２ ０ ２０ 年 の東 京オ リ ンピ ック・パラ リン ピ ック を見 据 え、

ス ポ ー ツ イ ベ ン ト を 企 画 し 、 市 民 の さ ら な る ス ポ ー ツ 振 興 を

図ら れた い 。  

 

（ 市 民 福 祉 の充 実）  

（ １ ）子 ど も 医 療費 助成 券 をカ ード 方式 に 変更 する こと を 市と し

て千 葉県 に 要望 され たい 。  

（ ２ ）児 童 館 、児童 セン タ ーに は、親 子の 交流 拠点 や不 登 校児 に

対 す る 生 活 上 の 困 難 な ど に 必 要 な 援 助 に 結 び つ け る 福 祉 的 な

援助 機能 の さら なる 充実 を 図ら れた い。  

（ ３ ）小 規 模 を 含む 私立 保 育所 整備 補助 事 業に おい ては 、施 設 と

い う ハ ー ド ウ ェ ア の 整 備 の み な ら ず 、 計 画 ど お り の 日 程 で 開

設で きる よ う さ らな る 保 育 士確 保策 を検 討 され たい 。  

（ ４ ）子 ど も の 貧困 実態 を 調査 する とと も に、就学 援助 や 非婚 ひ

と り 親 家 庭 へ の 負 担 軽 減 、 子 ど も 食 堂 や 無 料 塾 な ど 対 策 を 講

じら れた い 。  

 

（ 産 業 の 振 興）  

（ １ ）流 山 フ ァ ンづ くり 事 業に お い ては 、マ ー ケテ ィン グ 課と 商

工振 興課 が 連携 を密 に図 る とと もに 流山 市 内の 商業・農 業の

発展 に寄 与 する よう 、商 品 開発 を図 られ た い。  

 

（ 行 政 の 充 実）  

（ １ ）市 民 投 票 条例 策定 事 業 に おい て は 、議 会 との 意見 調 整が 十

分に 実施 で きる 策定 スケ ジ ュー ルを 早急 に 作成・提 示さ れた

い。  
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（２ ）大 量 退職 時代 を迎 え る中 で、技術・専 門 性・正確 な 業務 内

容の 把握 な どの 継承 も 含 め た職 員数 を確 保 する とと もに 、社

会 教 育 や 子 育 て 支 援 の 各 施 設 に よ り 提 供 が 求 め ら れ て い る

専門 性を さ らに 発揮 でき う る体 制を 構築 さ れた い。  

（ ３ ）情 報 セ キ ュリ ティ 対 策事 業に おい て は、設備 面の 整 備だ け

でな く 、それ ら を利 用す る 職員 への 定期 的 な教 育を 実施 す る

体制 の整 備 を行 われ たい 。  

（ ４ ）男 女 共 同 参画 啓発 及 び女 性の 生き 方 相談 業務 事業 に おい て

は、 連携 先 を 周 知し 、各 課 の協 力体 制 を 構 築さ れた い。  



第１４回議会報告会 都市建設委員会 

 

「消防について」 

 

 

 

 

 

流山市消防マスコットキャラクター 

「おおたか君」 
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１ 流山消防の沿革 

 

◆流山消防は、昭和４１年、県下１６番目、全国で５１９番目の

消防本部・消防署を発足させた。  

◆職員は２０名、消防自動車２台でのスタートとなった。庁舎は

役場の敷地内 (当時はまだ流山町 )で、軽量鉄骨造２階建て延べ床

面積３５４㎡だった。  

◆昭和４１年１２月１日、北部地域の消防力強化のため、江戸川

台東２丁目に江戸川台分遣所を開設した。職員は１２名、消防自

動車１台を配備した。  

◆昭和４２年１月１日、市制施行。（県下２０番目）  

◆昭和４２年１２月２５日、東部地域の消防力強化のため、名都

借に東部分遣所を開設した。職員は１２名、消防自動車１台を配

備した。  

◆昭和４９年５月２４日、消防本部・中央消防署が現在地の三輪

野山に移転し現在に至っている。鉄筋コンクリート造３階建て延

べ床面積１，５０１．１㎡だった。  

◆昭和５４年に本市の人口が１０万人を超え、南流山駅周辺の開

発が急速に進んでいった。  

◆昭和５７年４月１日、南部地域の消防力強化のため、鰭ヶ崎（現

在は南流山３丁目）に南部分遣所を開設した。職員は１３名、消

防自動車１台を配備した。  
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その後、  

◆江戸川台分遣所は、昭和６０年４月１日、現在地の美原２丁目

に移転と同時に北分署に昇格し新設、平成１４年４月１日からは

北消防署に昇格して現在に至る。  

◆東部分遣所は、昭和６３年４月１日、現在地の前ヶ崎に移転と

同時に東分署に昇格し新設、平成２１年４月１日からは東消防署

に昇格して現在に至る。  

◆南部分遣所は、平成３年４月１日に南分署に昇格し、平成２１

年４月１日からは南消防署に昇格した。南消防署庁舎は平成２６

年２月５日に建替え現在に至る。  

 

 救助隊の活躍  

◆平成２４年８月７日、第４１回全国消防救助技術大会に障害突

破の部に出場し第３位に入賞。  

◆平成２６年８月２７日、第４３回全国消防救助技術大会に、は

しご登はんの部、応用登はんの部、障害突破の部で出場権利を獲

得（広島県で大規模な土砂災害が発生したため、全国大会中止。）  

◆平成２７年８月２９日、第４４回全国消防救助技術大会に、は

しご登はんの部及び障害突破の部で出場し、はしご登はんの部で

第１位、障害突破の部で第５位に入賞。  

◆平成２８年８月２４日、第４５回全国消防救助技術大会に、障

害突破の部で出場し第２位に入賞。  
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２ 消防行政の現状 

(平成２９年４月１日現在 ) 

（１） 組織 

 ◆消防本部（消防総務課・予防課・消防防災課）、中央消防署、

東消防署、南消防署、北消防署で構成しており、その他千葉北

西部消防指令センター (松戸市、市川市、野田市、鎌ケ谷市、浦

安市、流山市の６市で構成 )に派遣している職員を含め、合計

１８５名を配置している。  

 ※当市が含まれる千葉県北西部ブロックでは、運用開始時期が

２分割され、平成２５年度からの第１期整備が６消防本部で運

用が開始された。  

第２期整備として、平成３２年度から残る５消防本部（船橋

市、習志野市、柏市、我孫子市、八千代市）が加わることとな

ったが、船橋市が参加を見送ることとなり、構成１０消防本部

により、松戸消防局内にて共同運用を開始することとなり準備

を進めている。  

 

（２） 消防力 

 ◆災害現場等に出動する人員は、４消防署に消防職員１５４名、

消防団は２３個分団に団員３００名。  

 ◆消防機械は、水槽付消防ポンプ自動車３台、普通消防ポンプ

車４台（消防団７台）、化学消防ポンプ車１台、梯子付消防ポン

プ車１台、大型水槽車１台、救助工作車１台、高規格救急自動

車５台、小型ポンプ積載車（消防団１７台）、その他指揮車や資

機材搬送車など。  
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（３） 活動状況  

平成２８年中の火災発生件数は１９件（うち建物火災１０）、 

救急出動件数は７，６１７件  
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３ 消防の課題 

（１）大規模災害への対応 

 ◆平成２３年の東日本大震災では、地震の揺れによる被害も大き

かったが、それを大幅に上回る津波の被害で未曾有の大災害を体

験しました。また、平成２８年の熊本地震では、震度７を２回記

録するなど、日本各地で地震による被害が起きており、特に近畿・

東海地方が警戒区域とされる南海トラフ巨大地震や、一段と被害

が深刻となる恐れがある首都直下地震はいつ起きてもおかしく

はないと言われている。  

  自然災害と言えば、地球温暖化の影響もあるのか近年では集中

豪雨による水害も毎年発生し、多くの方が犠牲となっている。  

  このように予測が難しい自然災害に備えて、被害を最小限にす

るため過去の災害を教訓として、資機材の整備などは必要不可欠

である。  

 

（２）救急出動件数増加への対応 

◆本市の救急車は５台配備されているが、平成２８年中の出動件

数は７，６１７件で１日あたり約２１件出動している。前年から

比較すると４８３件も増加しており、平成２２年から同様の増加

傾向にある。  

これは、超高齢化社会が着実に進んでいることが背景として挙

げられる。また、本市の人口が増加していることも大きく影響し

ていると思われる。  

これに対応するため、救急車を１台新たに購入し、救急隊をこ

れまでの５隊から６隊に増隊する計画を進めている。  
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（３）消防本部・中央消防署の移転  

◆昭和４９年に建設された消防本部・中央消防署は、建設から４

３年経過し老朽化が著しい。また、建設当初と比べると中で働く

職員の数も１．６倍に増え、事務室や仮眠室が手狭であるほか、

消防職員には絶対必要なトレーニング室もない。  

 さらに立地条件として、現在の庁舎がある付近は、本市のハザ

ードマップで浸水区域に指定されており、防災拠点として機能が

維持できるか不安である。  

 これの対応策として、消防本部・中央消防署を移転して、市内

で偏りのない消防署の配置とすることや、耐震性に優れ水害の恐

れがない建物とする計画を確実に進めていく。  

 

（４）災害形態の変化に対する対応 

◆平成１７年８月、市民が永年待ち望んでいた東京都心と直結し

た新たな鉄道 (つくばエクスプレス )が開業し、市内には新たに３

駅が設けられた。しかし、南流山駅は地下に造られており、災害

発生時には消防の活動も困難が予想される。  

また、流山おおたかの森駅前では、多目的ホールやシティホテ

ルの建設が予定されており、多くの集客が期待できることと相ま

って災害発生時のパニックを引き起こす要因にもなりかねない。  

 こうしたこれまでにない形態の災害発生に備え、資機材を適正

に配備するとともに、職員の訓練を充実させ社会の変化に対応で

きるよう努める。  
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（５）消防団の充実強化 

◆平成２５年１２月に施行された「消防団を中核とした地域防災

力の充実強化に関する法律」では、平成７年の阪神・淡路大震災

や東日本大震災などの大地震、また局地的な豪雨や台風等による

大規模な災害において、消防団は地域の防災活動に欠かすことの

できない存在だと明記している。  

少子高齢化の進展、被用者の増加など、社会情勢の変化により

全国的に消防団員は減少しており、本市もかろうじて前年比プラ

スマイナス数人という状態を維持してはいるが、定数３５５名に

対して現団員数は３００人であり定数を割り込んでいる。  

これを解消するため、これまで団員の報酬や出動手当の額を増

額するなど処遇改善を進めてきたが、効果的な改善策には至って

いないのが現状である。  

今後も、消防団の重要性を広く周知し自治会との良好な協力関

係を維持していくとともに、団員に対しては新たな基準に対応し

た活動服を順次全員に貸与していくなど、装備の充実に努める。 
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４ 流山市の予算と消防予算 

 

（単位：千円）  

区   分  市  予  算  消防予算  
比率

(%) 

前年度  

比率 (%) 

H25 年度  
当初  49,846,000 2,335,995 4.7 10.9 

決算  50,289,069 2,489,998 5.0 15.9 

H26 年度  
当初  50,289,000 2,017,100 4.0 △ 13.7 

決算  47,498,751 2,032,560 4.3 △ 18.4 

H27 年度  
当初  55,041,000 1,978,624 3.6 △ 1.9 

決算  54,639,048 1,927,276 3.5 △ 5.2 

H28 年度  
当初  52,775,000 1,978,884 3.7 0.01 

決算  ―  ―  ―  ―  

H29 年度  
当初  52,910,000 2,076,951 3.9 5.0 

決算  ―  ―  ―  ―  

H 2 9 年 度 当

初  

消 防 予 算 の  

内 訳  

常 備 消 防 費  1,764,761 85.0 1.1 

非 常 備 消 防 費  53,587 2.6 7.7 

消 防 施 設 費  205,106 9.87 49.8 

水 防 費  773 0.03 △ 46.5 

災 害 対 策 費  52,724 2.5 16.8 
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２年間の振り返り（都市建設委員会） 

 

所 感 
◆流山市では議会に提出された議案・請願・陳情などをより詳しく審査するために、４つ

の常任委員会を設置しています。 

都市建設委員会の所菅は、都市計画、都市整備、土木、消防、水道局に属する事項であ

り、任期は２年とされておりますので、本日の議会報告会が任期２年の最後の責務となり

ます。 

私は、１期目の議員として最初に所属した委員会が都市建設委員会でありますが、多く

の事項を審議するとともに、議員としてこの委員会で多くの事を学ばせていただきました。 

党や会派を超え、市政の諸課題に適切に対応することに努め、さらに市民の方々の福祉

向上と地域社会の活力ある発展を目指して、活発なる意見交換やご指導もいただきました。 

平成２９年第２回定例会から他委員会への所属となりますが、この２年間での経験を更

に活かし、目指すところは「より良い街づくり」「より良い生活環境づくり」に挑戦し邁進

してまいる所存です。 

本日は、都市建設委員会の議会報告会にご参加いただきありがとうございました。 


